
主催：弁護士法人中村綜合法律事務所・ほがらか信託株式会社 （広告）

協賛：税理士法人ＡＫＪパートナーズ
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① 遺言書 講師：弁護士法人中村綜合法律事務所所属弁護士

当事務所は、親しみやすい法律事務所を目指すべく、２万円（税込）で1年以内に１０回（１回あた

り３０分）の法律相談ができる「個人顧問契約」を行っております。そのため、当事務所では、相続案件

をはじめ、紛争に至る前の段階でのご相談を受けることも多くあります。そのような事務所に所属する

弁護士が、相続紛争の実態に通じているからこそわかる、遺言書を作成しておくことのメリットや、遺言

書を作成する上で注意しておくポイントを解説していきます。

② 相続税 講師：税理士法人AKJパートナーズ 藤田学 税理士

相続税法の改正を受けて、平成２７年は「相続増税元年」と呼ばれています。今まで相続税と無関係だ

った人たちの一部も、相続税について考えなければいけない状況となっています。

そこで、今回、税理士法人AKJパートナーズ様から外部講師を招き、相続税についてのレクチャーを

していただきます。

③ 信託 講師：ほがらか信託株式会社常務執行役員 金森健一 弁護士

資産の管理・承継の手段として「信託」が今、注目を集めています。信託で何ができるか、信託会社は

信託銀行とどこが違うのかを、丁寧に解説いたします。とくに次の方にお勧めいたします。

・相続対策や認知症のときの備えを検討されている方

・子どもの代だけでなく孫の代まで承継先を指定したい方

・資産をいっぺんに承継させるのは不安、少しずつ渡したいとお考えの方 など
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セミナー後、相続に関して無料で３０分間の個別相談時間を設けます。事前のお申し込みをお願いいたします。

※ 定員に達ししだい締切らせていただきます（先着６組）。

※ 会場使用の都合により、ご相談のお時間は厳守とさせていただきます。

〈日時〉 平成２８年１月２３日（土）（開場１２：４５） ［セミナー］１３：００～１４：３０

［個別相談コーナー］ １４：４０頃から３０分間

〈場所〉

TKP麹町駅前会議室 8階

（カンファレンスルーム8A）

〒102-0083

東京都千代田区麹町3-2麹町共同ビル8階

有楽町線 麹町駅 3番出口 徒歩1分。

半蔵門線 半蔵門駅 3a出口 徒歩4分。

※ セミナー会場は、当事務所・信託会社とは別会場

です。

※ セミナー会場への直接のお問合せはご遠慮ください。

お申し込みは、お電話またはＦＡＸまたはＥメールにて お名前・ご連絡先など・個別相談の希望の有無をお知らせ下さい。

【お問合せ先】弁護士法人中村綜合法律事務所（東京弁護士会所属） 住所：東京都千代田区麹町4-8麹町クリスタルシティ9階

担当：稲垣 電話番号：０３－３５１１－５６１１ Ｅメール：inagaki@n-law.or.jp

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ＦＡＸ申込書（切り取らずこのままＦＡＸしてください。）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

無料相続セミナーに次のとおり申し込みます。 ＦＡＸ番号：０３－３５１１－５６１２

お名前 Ｅメール

連絡先お電話番号 ＦＡＸ番号

個別相談の参加希望 □希望する □希望しない

※個人情報はセミナーに関する受付・連絡と各種ご案内などに使用いたします。その他の目的では使用いたしません。

～～なぜ今 から相 続 に向 けた対 策 が必 要 か。なぜ専 門 家 の助 けが必 要 か～～

このたび、当事務所・信託会社では、相続への対策を総合的に捉えられるように、法律・税務・信託の３つの観点から、それぞれ

の専門家を講師とするセミナーを開催いたします。参加費は無料ですので、ぜひお気軽にご参加の上、ご自身やご家族の将来に

ついて考えるきっかけとしてみてください。


